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水産土木工事における総合評価落札方式の評価項目及び評価基準 

に関する運用方針（令和８年度版） 

 
１ 「配置予定技術者の能力」、「地域貢献」に関する評価項目の追加について 

漁港漁場整備課では、漁港、漁場及び漁港区域に係る海岸の施設整備において、周辺海域

の自然環境や水生生物の生息環境に配慮した施工を行うことを目的とし、「漁港漁場工事等

施工環境監理者配置要領」等を定め、青森県水産土木工事の海事工事で１工事の当初設計金

額が２千万円以上の工事（災害復旧工事等除く。）について、施工環境管理者を配置する工

事として発注している。 

この取組の一環として、施工環境監理者を配置する工事について、「総合評価落札方式【標

準型・簡易型】に関するガイドライン（令和８年度版）」の配置予定技術者の能力の評価項

目に、施工環境監理者の資格保有に関する事項を追加するとともに、地域貢献の項目に、環

境への配慮保全及び地域水産業の振興に関する事項を追加することとする。 

 

２ 評価項目の追加対象工事 

総合評価落札方式（「標準型」、「簡易型Ⅰ」、「簡易型Ⅱ」）対象工事のうち、「漁港

漁場工事等施工環境監理者配置要領」に基づき施工環境監理者を配置する工事 

 

３ 追加する評価項目及び評価基準 

（１）配置予定技術者の能力 

評価項目 評価基準 配点 

施工環境監理者の

保有する資格 

技術士・技術士補（水産部門（水産土木））又は水

産工学技士（水産土木部門）を保有している 
1.0 

上記以外 0.0 

 

（２）地域貢献 

評価項目 評価基準 配点 

令和５年度以降の

水産土木工事にお

ける施工環境に配

慮した取組の効果、

影響等の把握実績

の有無 

地域内における施工環境監理者配置制度対象工事

の工事完了後に調査等を行い、効果、影響等を的

確に把握した実績有り 

1.0 

上記以外 0.0 

令和５年度以降に

おける地域水産業

の振興に資する活

動への協力の有無 

地域内の漁業協同組合等が行う水産動植物の資源

維持・回復等に係る活動への協力の実績有り 
1.0 

上記以外 0.0 

 
４ 適用年月日 

令和８年７月１日以降適用 
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５ 追加する評価項目の詳細について 

（１）配置予定技術者の能力 

① 施工環境監理者の保有する資格【施工に係る環境への配慮、保全・再生に関する視点】 

ア 評価基準の内容 

環境保全に配慮した円滑な施工を確保するために配置する施工環境監理者につい

て、技術士もしくは技術士補のうち水産部門（水産土木）の資格又は社団法人大日本

水産会が行う水産工学技士（水産土木部門）認定試験に合格し水産工学技士として登

録した資格の有無について評価する。 

イ 評価に必要な資料等 

技術士・技術士補（水産部門（水産土木））、水産工学技士の登録証又は資格者証

の写しの提出を受け確認する。 

 

（２）地域貢献 

地域貢献に係る「地域」とは、当該工事の工事場所の市町村内とし、入札設定資格要件で定

める範囲ではない。 

① 令和５年度以降の水産土木工事における施工環境に配慮した取組の効果、影響等の把

握実績の有無【施工に係る環境への配慮、保全・再生に関する視点】 

ア 評価基準の内容 

地域内における施工環境監理者配置制度対象工事について、工事完了後に工事箇所

及びその周辺について潜水等による調査を行い、施工前、施工中等の環境配慮の結果

と完了後の調査結果との比較等により、施設整備等による効果、影響等を的確に把握

した実績の有無について評価する。 

イ 評価に必要な資料等 

（ア）実施した施工環境配慮の取組の効果、影響等の把握のための工事完了後の調査結

果がわかる資料及び調査状況写真の提出を受け確認する。 

（イ）施工中に施工環境配慮の取組を実施した工事のコリンズ竣工登録の写しの提出を

受け、対象工事を確認する。 

 

② 令和５年度以降における地域水産業の振興に資する活動への協力の有無【生産性向上

による地域力の再生に関する視点】 

ア 評価基準の内容 

地域内の漁業協同組合などが行う、水産動植物の資源維持・回復等に向けた「つく

り育てる漁業」の推進等、漁業の生産性向上による地域水産業の振興を図る活動への

協力実績の有無について評価する。 

イ 評価に必要な資料等 

実施した地域水産業振興に係る協力内容がわかる資料や活動状況写真の提出を受

け確認する。 
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水産土木工事における総合評価落札方式の評価項目及び評価基準 

に関する運用方針（令和８年度版） 

 

「地域貢献に関する評価」の実績の例（参考） 

 
１ 実績の例を提示する目的 

地域貢献では、様々な取組について報告されることから、その実績を評価するための参考

として、以下のとおり事例を示すこととする。 

 

２ 評価する実績の例 

（１）令和５年度以降の水産土木工事における施工環境に配慮した取組の効果、影響等の把握実

績の有無 

【評価基準の内容】 

地域内における施工環境監理者配置制度対象工事について、工事完了後に工事箇所及び

その周辺について潜水等による調査を行い、施工前、施工中等の環境配慮の結果と完了後

の調査結果との比較等により、施設整備等による効果、影響等を的確に把握した実績の有

無について評価する。 

 

（例１）令和５年度の○○漁港△△防波堤に係る捨石投入工事において、工事中に細粒分の

付着の少ない石材を使用し、周辺藻場への影響が最小になるよう配慮した。令和４年

度に施工箇所及び周辺を潜水調査した結果、周辺藻場では引き続き海藻類の繁茂が確

認されたほか、工事で投入した捨石並びに被覆ブロックに周辺藻場からの胞子等が付

着し、新たな海藻類の繁茂が確認され、当該工事による藻場拡大効果を把握した。 

（例２）令和５年度の○○漁港海岸離岸堤の工事着前に施工箇所に生息する水生生物の確認

及び漁協立会いの下で移植を行い、生息環境の保全への配慮を行った。工事完了６ヶ

月後、１年後の現地潜水調査により、施工箇所で水生生物の生息が移植前と同程度の

密度で確認され、工事施工による生息環境への影響はほぼ無いことを把握した。 

（例３）令和５年度の○○漁港－３ｍ泊地の浚渫作業時に汚濁防止膜を海底面付近まで設置

し周囲への汚濁拡散を防止するとともに水質調査を行い、周辺海域への環境に配慮し

た。工事完了から１ヶ月後に、広範囲に調査を行ったところ、藻場を形成しつつあっ

た防波堤基礎工の表面に薄い砂の層が確認されたため、この砂を水中ポンプで除去し

た。これは藻場形成を促したものであり、浚渫作業による影響を的確に把握し、その

改善を行ったものである。 

 

（２）令和５年度以降における地域水産業の振興に資する活動への協力の有無 

【評価基準の内容】 

地域内の漁業協同組合などが行う、水産動植物の資源維持・回復等に向けた「つくり育

てる漁業」の推進等、漁業の生産性向上による地域水産業の振興を図る活動への協力実績

の有無について評価する。 

 

（例１）○○漁協が毎年実施するヒラメ稚魚放流の際に行われる地域児童の移動のためのバ

スの運行を実施し、ヒラメ資源の増大とともに後継者育成を支援した実績がある。 

（例２）○○漁協が主体となり、○○町の協賛のもと隔年で実施している稚ウニの放流を令

和５年度に実施した際、地域漁業者では不足であった潜水作業員を派遣し、競合生物

の駆除を行い、適切なウニの生息環境の保全に協力した実績がある。 

（例３）○○漁協が令和５年度に実施したウスメバルの稚魚放流に際し、稚魚を購入し○○

漁協に提供し、地域水産業の振興を支援した実績がある。  
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水産土木工事における総合評価落札方式の評価項目及び評価基準 

に関する運用方針（令和８年度版） 

 

１－１－５ 「作業船の保有の有無」の提案内容を履行できなかった場合の 

要因確認の手順（参考） 
 

１ 要因確認の手順を提示する目的 

「総合評価落札方式【標準型・簡易型】に関する運用ガイドライン（令和８年度版）」で

は、「４－４－２履行できなかった場合の措置」で、「受注者の責めにより提案内容の不履

行等が認められた場合、工事成績評定点を減ずる措置（１つの不履行に対して、マイナス５

点）を行う・・・ものとする。」とあることから、その不履行の要因が受注者の責めによる

ものか否かを確認する手順を以下のとおり示す。また、技術提案内容の履行確認の一例を以

下のとおり示すこととする。 

 

２ 要因確認の手順 

【評価基準の内容】 

水産土木工事の海上工事で使用する作業船を自社又は共同で保有している場合に評価す

る。 

 

（例１）工期の変更に伴い、自社又は共同保有の作業船の使用（施工）時期が当初の施工計

画から変更となることで、対象工事で当該作業船を使用できなくなる場合 

（例２）工期の変更はないが、漁協等からの要望に基づく海事工事の施工時期の変更に伴い、

自社又は共同保有の作業船の使用（施工）時期が当初の施工計画から変更となること

で、対象工事で当該作業船を使用できなくなる場合 

 

【要因確認の手順】 

① 当該作業船を本工事で使用できなくなる場合の要因の確認は、工期変更の有無に関

わらず、施工計画書等の計画工程表に記載した作業船の使用開始日の前で、かつ受

注者からの工事打合簿による発議があった時に行う。 

② 受注者は、受注者の責めによらず当該作業船が使用できなくなる場合、当該協議に

おいて、変更前及び変更後の計画工程表とその理由等をまとめた書面を発注者に提

出する。 

③ 発注者は、当該協議において、当該作業船が使用できなくなる要因が災害又は特別

な事情がある場合など受注者の責めによるものか否かを確認し、受注者に確認結果

を工事打合簿で通知する。 

 

（例３）技術提案書「（様式１－１）本工事に使用する作業船の保有状況報告書」で「本工

事に使用する作業船の作業内容」を基礎捨石投入、本体コンクリート打設、上部コン

クリート打設、消波ブロック据付と提案していたが、本工事と密接に関連する他工事

との調整や、工事現場の地形（水深）等の現場条件の変更、工程の見直し等に伴い、

自社又は共同保有の作業船での作業内容が基礎捨石投入のみとなった場合 

 

【履行の確認】 

技術提案書に記載した本工事に使用する作業船の作業内容のうち、（例３）のように

いずれか一つの作業でも当該作業船を使用した場合は、提案内容を履行したと認める。

一方、全ての作業で当該作業船を使用しなかった場合は、上記「要因確認の手順」で要

因を受注者の責めによるものと確認できた時に提案内容の不履行があったと認める。 

 


